
（別紙１） 

確認申請の受付・処理フロー 

 
 １        建築確認申請書の提出 

２          審査手数料の納入 

３              受付 

４              審査 

適合するかどうか決定できない旨の通知 

 

適合しない旨の通知 

 

５         確認・確認済証の発行 

１設計者は事前に関係各課への稟議をお願いします。 

２添付書類、記載事項の事前チェックを実施します。 

３不備等の訂正完了後、納入通知書を発行します。 

庁舎１階銀行で納入していただきます。 

※受付後の差し替えはできません。 

 

・不備訂正等の追加説明が 

必要な場合 

※差し替えはできません。 

・法令に適合しない場合 

※差し替えはできません。 

・法令に適合の場合 

不適合
終了（再申請） 

６         確認済証の交付 

（受取にあたって） 

本人申請の場合、申請者（建築主）の認印を、ま

た代理申請の場合、代理者の認印を持参願いま

す。 

・追加説明書等 

による補正実施 

・電話により審査完了の連絡をい

たします。 

適合 


